
　大西　アディクションといいますと、
刺激とか中毒とか依存とか、いろいろ
いわれています。日本の現状でいろい
ろなアディクションが今問題になって
いるように思うのですが、そのあたり
から教えていただけますか。
　松本　アディクション、「やめられ
ない、止まらない」という病態なので
すが、大きく分けて３つあるといわれ
ています。
　１つは物質です。アルコールや薬物。
薬物の中には、カフェインやニコチン
も含まれるわけです。
　もう１つは行動の依存症です。ギャ
ンブル、最近ではインターネットとか、
あとはオンラインゲームなども広い意
味ではネットに含まれるのでしょうけ
れども。あと、買い物依存症などです
ね。
　３つ目が人間関係の依存症です。こ
れは少々複雑で、説明が難しいのです
けれども、相手のことを憎みながら、
あるいは軽蔑しながら、腐れ縁のよう
に続いてしまっていて、お互いを傷つ

け合ってしまう。これも広い意味での
アディクションの範疇に含められてい
ます。
　大西　今回は特に今問題になってい
ます薬物中毒に焦点を置いていろいろ
うかがいたいと思いますけれども、ま
ず日本の薬物中毒の現状というのはど
のような状況なのでしょう。いろいろ
新聞などでも報道されていますけれど
も、いかがでしょうか。
　松本　日本で、特に医療機関で問題
となっている薬物依存症の患者さんは、
第二次世界大戦以来、約70年にわたっ
て一番多いのは覚醒剤です。大筋にお
いては変わってきていないのですけれ
ども、細部において最近変化が出てき
ました。じわじわと増えている薬物が
２つありまして、１つは精神科の治療
で多く使う睡眠薬や抗不安薬です。僕
らは処方薬といったりするのですが、
この依存症がじわじわと増えています。
もう１つ、最近ニュース等でも騒がれ
ている、いわゆる危険ドラッグ、これ
がこの２年ぐらいで急激に増えている

感じです。
　大西　非常に大きな問題になってい
ますね。
　松本　はい。
　大西　それでは、簡単に個別に、ま
ず覚醒剤が以前から非常に有名ですが、
このあたりに関して、状況や対応など、
簡単に教えていただけますか。
　松本　覚醒剤は、1990年代の半ばか
ら第３次覚醒剤乱用期といわれまして、
これまで注射器で使っていたのを、あ
ぶりといいますか、粉を熱して、あぶ
って吸うというやり方が主流になって
きて、その結果、何が生じたかという
と、あまり暴力団などと縁がない人た
ちも使うようになったという問題があ
ります。
　これまで日本は覚醒剤依存症に対し
てどんな対処方法を取っていたかとい
うと、もっぱら取り締まりだったので
す。ただ、同じ人が再犯を繰り返して
いる状況がある。そして、覚醒剤依存
症の人たちが一番薬を使いやすいのは
刑務所を出た直後なのです。刑務所の
中でも、2006年ぐらいから再乱用防止
プログラムを実施していますけれども、
その後、地域でプログラムを継続して
くれる場所が非常に少ない現実があり
まして、医療体制の整備が急務となっ
ています。
　大西　次に、非常に我々医療者は気
をつけないといけないと思いますけれ
ども、睡眠薬など、わりと気楽に処方

することもあるかと思いますが、そう
いった薬に依存になることもあるので
すね。
　松本　ありますね。私自身も精神
科医として悩ましいのですけれども、
1990年代以降、精神科診療所が増える
に従ってこの問題がクローズアップさ
れてきました。一番問題なのは、例え
ば家庭内の悩みとか、仕事のストレス
とか、根本の家族関係や仕事の内容を
見直すことをしないで、薬でその場し
のぎをするということが積み重なって
しまうと、どうしても薬が増えていっ
てしまって、自分をコントロールする
ためにのんでいたはずの薬に、いつし
か自分がコントロールされてしまう状
況になってしまいます。これは非常に
悩ましい問題だと思います。
　大西　ちょっとした睡眠薬や抗不安
薬でもアディクションは十分起きうる
わけですね。
　松本　起きますね。
　大西　どのように気をつけたらいい
のでしょうか。常にやめるというふう
に考えるなど、どのようにしたらいい
のでしょうか。
　松本　まず処方する医師の側からす
ると、患者さんに処方するときには、
どのタイミングでやめるかを最初から
考えたうえで出すということ、漫然と
出さないということが大事です。それ
から、お酒を飲まれる患者さんは依存
症になりやすいので、精神科の治療薬

メンタルヘルス診療の新たな展開（Ⅲ）

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所室長
松　本　俊　彦

（聞き手　大西　真）

アディクションへの対応
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　大西　アディクションといいますと、
刺激とか中毒とか依存とか、いろいろ
いわれています。日本の現状でいろい
ろなアディクションが今問題になって
いるように思うのですが、そのあたり
から教えていただけますか。
　松本　アディクション、「やめられ
ない、止まらない」という病態なので
すが、大きく分けて３つあるといわれ
ています。
　１つは物質です。アルコールや薬物。
薬物の中には、カフェインやニコチン
も含まれるわけです。
　もう１つは行動の依存症です。ギャ
ンブル、最近ではインターネットとか、
あとはオンラインゲームなども広い意
味ではネットに含まれるのでしょうけ
れども。あと、買い物依存症などです
ね。
　３つ目が人間関係の依存症です。こ
れは少々複雑で、説明が難しいのです
けれども、相手のことを憎みながら、
あるいは軽蔑しながら、腐れ縁のよう
に続いてしまっていて、お互いを傷つ

け合ってしまう。これも広い意味での
アディクションの範疇に含められてい
ます。
　大西　今回は特に今問題になってい
ます薬物中毒に焦点を置いていろいろ
うかがいたいと思いますけれども、ま
ず日本の薬物中毒の現状というのはど
のような状況なのでしょう。いろいろ
新聞などでも報道されていますけれど
も、いかがでしょうか。
　松本　日本で、特に医療機関で問題
となっている薬物依存症の患者さんは、
第二次世界大戦以来、約70年にわたっ
て一番多いのは覚醒剤です。大筋にお
いては変わってきていないのですけれ
ども、細部において最近変化が出てき
ました。じわじわと増えている薬物が
２つありまして、１つは精神科の治療
で多く使う睡眠薬や抗不安薬です。僕
らは処方薬といったりするのですが、
この依存症がじわじわと増えています。
もう１つ、最近ニュース等でも騒がれ
ている、いわゆる危険ドラッグ、これ
がこの２年ぐらいで急激に増えている

感じです。
　大西　非常に大きな問題になってい
ますね。
　松本　はい。
　大西　それでは、簡単に個別に、ま
ず覚醒剤が以前から非常に有名ですが、
このあたりに関して、状況や対応など、
簡単に教えていただけますか。
　松本　覚醒剤は、1990年代の半ばか
ら第３次覚醒剤乱用期といわれまして、
これまで注射器で使っていたのを、あ
ぶりといいますか、粉を熱して、あぶ
って吸うというやり方が主流になって
きて、その結果、何が生じたかという
と、あまり暴力団などと縁がない人た
ちも使うようになったという問題があ
ります。
　これまで日本は覚醒剤依存症に対し
てどんな対処方法を取っていたかとい
うと、もっぱら取り締まりだったので
す。ただ、同じ人が再犯を繰り返して
いる状況がある。そして、覚醒剤依存
症の人たちが一番薬を使いやすいのは
刑務所を出た直後なのです。刑務所の
中でも、2006年ぐらいから再乱用防止
プログラムを実施していますけれども、
その後、地域でプログラムを継続して
くれる場所が非常に少ない現実があり
まして、医療体制の整備が急務となっ
ています。
　大西　次に、非常に我々医療者は気
をつけないといけないと思いますけれ
ども、睡眠薬など、わりと気楽に処方

することもあるかと思いますが、そう
いった薬に依存になることもあるので
すね。
　松本　ありますね。私自身も精神
科医として悩ましいのですけれども、
1990年代以降、精神科診療所が増える
に従ってこの問題がクローズアップさ
れてきました。一番問題なのは、例え
ば家庭内の悩みとか、仕事のストレス
とか、根本の家族関係や仕事の内容を
見直すことをしないで、薬でその場し
のぎをするということが積み重なって
しまうと、どうしても薬が増えていっ
てしまって、自分をコントロールする
ためにのんでいたはずの薬に、いつし
か自分がコントロールされてしまう状
況になってしまいます。これは非常に
悩ましい問題だと思います。
　大西　ちょっとした睡眠薬や抗不安
薬でもアディクションは十分起きうる
わけですね。
　松本　起きますね。
　大西　どのように気をつけたらいい
のでしょうか。常にやめるというふう
に考えるなど、どのようにしたらいい
のでしょうか。
　松本　まず処方する医師の側からす
ると、患者さんに処方するときには、
どのタイミングでやめるかを最初から
考えたうえで出すということ、漫然と
出さないということが大事です。それ
から、お酒を飲まれる患者さんは依存
症になりやすいので、精神科の治療薬

メンタルヘルス診療の新たな展開（Ⅲ）

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所室長
松　本　俊　彦

（聞き手　大西　真）
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をのんでいる間はお酒はやめてくださ
いということをしっかり指導するとい
うことが大事です。
　大西　最近、特に急速に増えている
危険ドラッグですが、このあたりの現
状から教えていただけますか。
　松本　これは意外に思われるかもし
れませんが、法規制のうち外にある危
険ドラッグは、覚醒剤よりも危ないで
す。我々が治療していて、覚醒剤は最
近では外来の診療だけで何とか治療で
きるようになっています。ところが、
危険ドラッグの場合にはちょっと使っ
ただけで非常に激しい精神病的症状を
呈するのです。やめるのも非常にたい
へんなのです。これまで覚醒剤や大麻
を家族や会社に隠れて、ばれずに使っ
ていた方が、いつまでもこうした違法
な薬物を使っていると周囲に迷惑をか
けてしまうと思って、前向きな気持ち
から危険ドラッグに切り替えたら、そ
こで初めて周囲に発覚し、病院に来る
ようになったというケースも多々あり
ます。
　対策は非常に難しいですね。規制は
いろいろ工夫されているのですけれど
も、規制されると必ず化学構造式を少
しだけ変えて、法の網の目をくぐり抜
ける。そのたびに危険ドラッグの危険
性、要するに精神病的症状を引き起こ
したりする危険性が強くなっているの
です。皮肉にも、規制がどんどん悪い
方向へ向かわせている感じがします。

　大西　そういうこともあるのですね。
危険ドラッグといいますと、具体的に
はどういったものがあるのでしょうか。
　松本　１つは最近まで「脱法ハーブ」
といわれていたものです。実はハーブ
というと植物のような気がしますが、
そうではなくて、乾燥した植物に化学
物質を入れてあるのです。
　大西　それを混ぜているのですか。
　松本　はい。これは合成のカンナビ
ノイドと申しまして、大麻に含まれて
いる依存性成分をより強力にした化学
物質が混ぜられているのです。
　大西　単純にハーブというと、いい
のかなと思いますよね。
　松本　健康に良さそうな感じがしま
すが、それは大間違いだということで
す。それから、ハーブではないタイプ
の危険ドラッグとして、粉のもの、あ
るいは液体のものがあります。これは
主に覚醒剤類似の人工的に合成された
化学物質が入っています。
　大西　それは危ないですね。
　松本　危ないです。最近ではハーブ
タイプの製品の中に覚醒剤類似のもの
が入っています。ですから、ハーブは
少しましで、ハーブでないほうは危険
ということは、ありえなくなっていま
す。
　大西　安易にハーブに手を出すのは
よくないということですね。
　松本　非常に危険です。
　大西　かなり強い精神症状が出てく

るのですか。
　松本　出ます。ただ、短期間ですぐ
終わってしまうので、病院に行くだけ
の決意をする前におさまってしまうの
です。
　大西　何か具体的に気をつけなけれ
ばいけない症状はありますか。
　松本　一番多いのは興奮状態、幻視
や幻覚、聞こえるような幻聴もありま
す。あと、神経症状として時折けいれ
ん発作が起きることもあり、救命救急
センターに来ることもあります。これ
自体は１日あるいは２日程度でおさま
るのですけれども、その後、懲りずに
また危険ドラッグを使ってしまうとい
うところが多々見られるので、依存性
がとても強力だなと思います。
　大西　例えば、危険ドラッグを服用
しているのではないかというのは、ど
のように聞き出すのでしょうか。
　松本　トライエージ等の簡易尿検査
キットでは検出できません。ですから、
本人に聞くしかありません。本人が正
直に話せるように、とても心配してい
るから正直に話してほしいということ
を丁寧に、責める感じではなく聞くこ
とが大事かもしれません。
　大西　そうしますと、具体的な治療
といいますと、十分話を聞いてあげて、
その後、どのように対応されるのでし
ょうか。
　松本　薬物依存症の治療というのは
専門性が高くて、一般の先生方には手

に負えないところもあると思います。
そこは専門医療機関に紹介するのです
が、多分一般の先生方もどこが専門医
療機関かわからないと思うのです。
　大西　わからないですね。
　松本　そこでお願いしたいのは、各
都道府県、政令指定都市に最低１つは
ある精神保健福祉センターという行政
機関があるのです。本人やご家族にこ
ちらを紹介して、必ず連絡を取って行
くようにと勧めていただきたいのです。
中には、本人はあまり問題意識はない。
しかし、家族は困っているというケー
スが多々あると思います。依存症の治
療は、まずは家族が相談につながると
ころから始まりますので、本人のやる
気はともかく、ご家族には必ずその情
報を提供してあげて、自分たちで抱え
込まずに、必ず精神保健福祉センター
の相談員と相談するようにということ
を伝えてほしいと思います。
　大西　そういうところには危険ドラ
ッグ等に詳しい専門家がいらっしゃる
のでしょうか。
　松本　います。
　大西　具体的にはどのように治療を
進めていくのですか。
　松本　今、私どもが中心になりまし
て、全国の医療機関や幾つかの精神保
健福祉センターで広めているプログラ
ムがあります。ワークブックを用いた
集団による認知行動療法によるプログ
ラムを今展開しています。まだ全国す
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をのんでいる間はお酒はやめてくださ
いということをしっかり指導するとい
うことが大事です。
　大西　最近、特に急速に増えている
危険ドラッグですが、このあたりの現
状から教えていただけますか。
　松本　これは意外に思われるかもし
れませんが、法規制のうち外にある危
険ドラッグは、覚醒剤よりも危ないで
す。我々が治療していて、覚醒剤は最
近では外来の診療だけで何とか治療で
きるようになっています。ところが、
危険ドラッグの場合にはちょっと使っ
ただけで非常に激しい精神病的症状を
呈するのです。やめるのも非常にたい
へんなのです。これまで覚醒剤や大麻
を家族や会社に隠れて、ばれずに使っ
ていた方が、いつまでもこうした違法
な薬物を使っていると周囲に迷惑をか
けてしまうと思って、前向きな気持ち
から危険ドラッグに切り替えたら、そ
こで初めて周囲に発覚し、病院に来る
ようになったというケースも多々あり
ます。
　対策は非常に難しいですね。規制は
いろいろ工夫されているのですけれど
も、規制されると必ず化学構造式を少
しだけ変えて、法の網の目をくぐり抜
ける。そのたびに危険ドラッグの危険
性、要するに精神病的症状を引き起こ
したりする危険性が強くなっているの
です。皮肉にも、規制がどんどん悪い
方向へ向かわせている感じがします。

　大西　そういうこともあるのですね。
危険ドラッグといいますと、具体的に
はどういったものがあるのでしょうか。
　松本　１つは最近まで「脱法ハーブ」
といわれていたものです。実はハーブ
というと植物のような気がしますが、
そうではなくて、乾燥した植物に化学
物質を入れてあるのです。
　大西　それを混ぜているのですか。
　松本　はい。これは合成のカンナビ
ノイドと申しまして、大麻に含まれて
いる依存性成分をより強力にした化学
物質が混ぜられているのです。
　大西　単純にハーブというと、いい
のかなと思いますよね。
　松本　健康に良さそうな感じがしま
すが、それは大間違いだということで
す。それから、ハーブではないタイプ
の危険ドラッグとして、粉のもの、あ
るいは液体のものがあります。これは
主に覚醒剤類似の人工的に合成された
化学物質が入っています。
　大西　それは危ないですね。
　松本　危ないです。最近ではハーブ
タイプの製品の中に覚醒剤類似のもの
が入っています。ですから、ハーブは
少しましで、ハーブでないほうは危険
ということは、ありえなくなっていま
す。
　大西　安易にハーブに手を出すのは
よくないということですね。
　松本　非常に危険です。
　大西　かなり強い精神症状が出てく

るのですか。
　松本　出ます。ただ、短期間ですぐ
終わってしまうので、病院に行くだけ
の決意をする前におさまってしまうの
です。
　大西　何か具体的に気をつけなけれ
ばいけない症状はありますか。
　松本　一番多いのは興奮状態、幻視
や幻覚、聞こえるような幻聴もありま
す。あと、神経症状として時折けいれ
ん発作が起きることもあり、救命救急
センターに来ることもあります。これ
自体は１日あるいは２日程度でおさま
るのですけれども、その後、懲りずに
また危険ドラッグを使ってしまうとい
うところが多々見られるので、依存性
がとても強力だなと思います。
　大西　例えば、危険ドラッグを服用
しているのではないかというのは、ど
のように聞き出すのでしょうか。
　松本　トライエージ等の簡易尿検査
キットでは検出できません。ですから、
本人に聞くしかありません。本人が正
直に話せるように、とても心配してい
るから正直に話してほしいということ
を丁寧に、責める感じではなく聞くこ
とが大事かもしれません。
　大西　そうしますと、具体的な治療
といいますと、十分話を聞いてあげて、
その後、どのように対応されるのでし
ょうか。
　松本　薬物依存症の治療というのは
専門性が高くて、一般の先生方には手

に負えないところもあると思います。
そこは専門医療機関に紹介するのです
が、多分一般の先生方もどこが専門医
療機関かわからないと思うのです。
　大西　わからないですね。
　松本　そこでお願いしたいのは、各
都道府県、政令指定都市に最低１つは
ある精神保健福祉センターという行政
機関があるのです。本人やご家族にこ
ちらを紹介して、必ず連絡を取って行
くようにと勧めていただきたいのです。
中には、本人はあまり問題意識はない。
しかし、家族は困っているというケー
スが多々あると思います。依存症の治
療は、まずは家族が相談につながると
ころから始まりますので、本人のやる
気はともかく、ご家族には必ずその情
報を提供してあげて、自分たちで抱え
込まずに、必ず精神保健福祉センター
の相談員と相談するようにということ
を伝えてほしいと思います。
　大西　そういうところには危険ドラ
ッグ等に詳しい専門家がいらっしゃる
のでしょうか。
　松本　います。
　大西　具体的にはどのように治療を
進めていくのですか。
　松本　今、私どもが中心になりまし
て、全国の医療機関や幾つかの精神保
健福祉センターで広めているプログラ
ムがあります。ワークブックを用いた
集団による認知行動療法によるプログ
ラムを今展開しています。まだ全国す
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べてにあるわけではありませんが、少
しずつ増えていますので、そういった
情報も精神保健福祉センターで得られ
ると思います。
　大西　良くなるケースも多いのでし
ょうか。
　松本　基本的には慢性疾患です。
　大西　やはりそうなのですね。繰り
返すということですね。
　松本　繰り返します。しかし、それ
でも治療を何とかしがみついて続けて
いる人が最終的には良い転帰になるこ
とがわかっています。
　大西　なかなかうまくいかない場合

というのは、そういう方は相当具合が
悪くなるのでしょうか。
　松本　一番たいへんなのは、精神科
に入院しなければいけなくなったり、
ごくまれではあるのですけれども、不
幸にして事件が起きてしまうことがあ
ります。我々もそういったことがない
ように、早め早めに危険を察知しなが
ら、といって本人の意思を飛び越えて、
勝手に強制的に病院に閉じ込めるとい
うことだと、本人の本当の治療意欲を
摘み潰してしまうこともあるので。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　精神疾患のリハビリテーショ
ンということでうかがいます。リハビ
リテーションというと、脳卒中とか心
臓病などを思い浮かべるのですけれど
も、精神疾患のリハビリテーションと
いうと、どういうものなのでしょうか。
　近藤　身体疾患の場合でも、まず急
性期の手術ですとか薬物療法がすんだ
あとに、例えば脳卒中の麻痺に対して
理学療法や作業療法を行う。そういう
機能訓練をしますけれども、精神疾患
の場合も実は同じでして、急性期、例
えばうつ病で強い自殺念慮があるとか、
統合失調症で幻覚や妄想があるといっ
た症状がひとまず緩和して良くなって
も、それですぐに働けるとか、病前の
生活にすぐ戻れるというわけではない
のです。まだ実際に生活をするうえで
多くの困難があって、社会生活ができ
るようになるには、大きなギャップが
あります。そこを橋渡ししていくのが
リハビリテーションの役割になります。
　齊藤　例えば、学生さんが具合が悪
くなってしまった。それをサポートす

ると、どういうことになりますか。
　近藤　少し実例を挙げてお話ししま
すと、例えば20歳の大学生、仮にAさ
んとします。この方は田舎から上京し
て勉強を一生懸命していたのですが、
あまり友人もできなくて、東京での生
活に孤立していた。上京して半年ほど
たったころ、周りの学生にばかにされ
ているというふうに考えるようになっ
て、誰もいない部屋でも自分に対して
の悪口が聞こえる、そういう状態にな
ってしまいました。大学にも通えずに、
アパートに一人で引きこもっていると
いう状況に気づいた家族の勧めで、実
家近くの精神科を受診しました。統合
失調症という診断で、休学するように
という指示が出されまして、薬による
治療が始まる。
　そうしますと、薬でそういう幻覚や
妄想といった症状は数カ月でほぼなく
なって、一見目立った症状はないよう
なのですが、実際には非常に疲れやす
くて、人と会うのも怖い、嫌がる、そ
ういうふうになって、ほとんど外出し

メンタルヘルス診療の新たな展開（Ⅲ）

東京大学医学部精神医学特任講師
近　藤　伸　介

（聞き手　齊藤郁夫）

精神疾患のリハビリテーション
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